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	 2	 健康・福祉

（1） 健康
ア　 65 歳以上の者の新体力テストの合計点は

向上傾向
令和2年度の65～69歳の男女、70～74歳の

男女、75～79歳の男女の新体力テスト（握力、
上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m
障害物歩行、6分間歩行）の合計点は、それぞ
れ平成23年の合計点を上回っている（図1－2
－2－1）。

 

イ　 健康寿命は延伸し、平均寿命と比較しても
延びが大きい

日常生活に制限のない期間（健康寿命）は、
令和元年時点で男性が72.68年、女性が75.38年
となっており、それぞれ平成22年と比べて延
びている（平成22年→令和元年：男性2.26年、
女性1.76年）。さらに、同期間における健康寿
命の延びは、平均寿命の延び（平成22年→令
和元年：男性1.86年、女性1.15年）を上回って
いる（図1－2－2－2）。

図1－2－2－1　新体力テストの合計点
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資料： スポーツ庁「体力・運動能力調査」
（注1） 図は、３点移動平均法を用いて平滑化してある。
（注2） 合計点は、新体力テスト実施要項の「項目別得点表」による。得点基準は、男女により異なる。
（注3） 令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため実施時期や標本数等が異なる。
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ウ　 75 歳以上の運動習慣のある者の割合は、
男性 46.9％、女性 37.8％で、男性の割
合が高い

運動習慣のある者の割合（令和元年）を見
ると、65～74歳で男性38.0％、女性31.1％、75
歳以上で男性46.9％、女性37.8％と男性の割合
が女性よりも高くなっている。また、男性、女
性いずれも、それぞれの20～64歳の23.5％、
16.9％と比べ高い水準となっている（図1－2
－2－3）。

エ　 65 歳以上の者の死因は「悪性新生物（が
ん）」が最も多い

65歳以上の者の死因別の死亡率（令和2年の
65歳以上人口10万人当たりの死亡数）を見る
と、「悪性新生物（がん）」が927.6と最も高く、
次いで、「心疾患（高血圧性を除く）」が532.6、「老
衰」が369.4の順になっている（図1－2－2－
4）。

 

図1－2－2－2　健康寿命と平均寿命の推移
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資料： 平均寿命：平成13･16･19･25･28年･令和元年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」
 健康寿命：厚生労働省「第16回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」
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図1－2－2－3　65歳以上の運動習慣者の割合
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
（注1）調査対象は、全国の20歳以上の男女
（注2）身体状況調査の問診において「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、「運動習慣」の全ての質問に回答した者を集計対象

とした。
（注3）「運動習慣者」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者
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図1－2－2－4　主な死因別死亡率の推移（65歳以上の者）

図1－2－2－5　第1号被保険者（65歳以上）の要介護度別認定者数の推移

（2） 65 歳以上の者の介護
ア　 65 歳以上の者の要介護者等数は増加して

おり、特に 75 歳以上で割合が高い
介護保険制度における要介護又は要支援の認

定を受けた人（以下「要介護者等」という。）は、

令和元年度で655.8万人となっており、平成21
年度（469.6万人）から186.2万人増加している

（図1－2－2－5）。また、要介護者等は、第1
号被保険者の18.4％を占めている。
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資料： 厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」
（注） 平成22（2010）年度は東日本大震災の影響により、報告が困難であった福島県の５町１村（広野町、楢葉町、富岡町、川内村、双葉町、新地町）

を除いて集計した値
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また、65～74歳と75歳以上の被保険者につ
いて、それぞれ要支援、要介護の認定を受けた
人の割合を見ると、65～74歳では1.4％、2.9％
であるのに対して、75歳以上では8.8％、23.1％
となっており、75歳以上になると要介護の認
定を受ける人の割合が大きく上昇する（表1－
2－2－6）。

要介護者等（総数）について、介護が必
要になった主な原因について見ると、「認知
症」が18.1％と最も多く、次いで、「脳血管疾
患（脳卒中）」が15.0％、「高齢による衰弱」が
13.3％、「骨折・転倒」が13.0％となっている。
また、男女別に見ると、男性は「脳血管疾患（脳
卒中）」が24.5％、女性は「認知症」が19.9％

と最も多くなっている（図1－2－2－7）。

イ　 主に家族（とりわけ女性）が介護者となっ
ており、「老老介護」も相当数存在

要介護者等から見た主な介護者の続柄を見る
と、同居している人が54.4％となっている。そ
の主な内訳を見ると、配偶者が23.8％、子が
20.7％、子の配偶者が7.5％となっている。また、
性別については、男性が35.0％、女性が65.0％
と女性が多くなっている。

要介護者等と同居している主な介護者の年
齢について見ると、男性では72.4％、女性では
73.8％が60歳以上であり、いわゆる「老老介護」
のケースも相当数存在していることが分かる

（図1－2－2－8）。

ウ　 要 介 護 4 で は 45.8 ％、 要 介 護 5 で は
56.7％がほとんど終日介護を行っている

令和元年の同居している主な介護者が1日の
うち介護に要している時間を見ると、「必要な
ときに手をかす程度」が47.9％と最も多い一方
で、「ほとんど終日」も19.3％となっている。
要介護度別に見ると、要支援1から要介護2ま

図1－2－2－7　65歳以上の要介護者等の性別に見た介護が必要となった主な原因
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資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（令和元年）
（注）四捨五入の関係で、足し合わせても100.0％にならない場合がある。
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表1－2－2－6　要介護認定の状況

単位：千人、（　）内は％

65～74 歳 75 歳以上
要支援 要介護 要支援 要介護
234 493 1,613 4,219

（1.4） （2.9） （8.8） （23.1） 

資料： 厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（令和元年
度）より算出

（注1）経過的要介護の者を除く。
（注2） （ ）内は、65～74歳、75歳以上それぞれの被保険者に

占める割合
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では「必要なときに手をかす程度」が最も多く
なっているが、要介護3以上では「ほとんど終
日」が最も多くなり、要介護4では45.8％、要
介護5では56.7％となっている。平成28年と比

較すると、令和元年には「ほとんど終日」が2.8
ポイント低下し、時間の上では負担の改善が見
られる（図1－2－2－9）。

 

図1－2－2－8　要介護者等から見た主な介護者の続柄
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（注）四捨五入の関係で、足し合わせても100.0％にならない場合がある。
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図1－2－2－９　同居している主な介護者の介護時間（要介護者の要介護度別）
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（注1）「総数」には要介護度不詳を含む。
（注2）平成28年の数値は、熊本県を除いたものである。
（注3）四捨五入の関係で、足し合わせても100.0％にならない場合がある。
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エ　 介護や看護の理由により離職する人は女性
が多い

家族の介護や看護を理由とした離職者数は平
成28年10月から平成29年9月までの1年間で
約9.9万人であった。とりわけ、女性の離職者
数は約7.5万人で、全体の75.8％を占めている

（図1－2－2－10）。
 

図1－2－2－10　介護・看護により離職した人数
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資料： 総務省「就業構造基本調査」

女性 男性 総数における女性の比率（右目盛り）
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図1－2－2－11　介護施設等の定員数（病床数）の推移

オ　 介護施設等の定員数は増加傾向で、特に有
料老人ホームの定員が増加

介護施設等の定員数は、増加傾向にある。施
設別に見ると、令和2年では、有料老人ホーム

（60万6,394人）、介護老人福祉施設（特養）（57

万6,442人）、介護老人保健施設（老健）（37万
3,342人）等の定員数が多い。また、近年は有
料老人ホームの定員数が特に増えている（図1
－2－2－11）。
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資料： 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「社会福祉施設等調査」、「介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）」（各年10
月審査分）

（注1） 「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」については受給者数である。なお、平成18年以降は短期利用以外である。
（注2） 「サービス付き高齢者向け住宅」は、有料老人ホームに該当するもののみである。

介護老人福祉施設（特養）
介護医療院
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
軽費老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

介護老人保健施設（老健）
介護療養型医療施設
養護老人ホーム
有料老人ホーム
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カ　介護に従事する職員数は増加
要介護（要支援）認定者数の増加に伴い、介

護に従事する職員数は増加しており、令和元 
年度は、210.6万人となっている（図1－2－2－
12）。

図1－2－2－12　介護職員数の推移
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（2015）
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（2017）
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（2019）

17
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平成12
（2000）

18
（2006）

13
（2001）

14
（2002）

15
（2003）

16
（2004）

平成30
（2018）

令和元
（2019）

（年度）

資料： 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（介護職員数）、「介護保険事業状況報告」（要介護（要支援）認定者数）
（注1） 介護職員数は、常勤、非常勤を含めた実人員数（各年度の10月１日現在）
（注2） 調査方法の変更に伴い、推計値の算出方法に以下のとおり変動が生じている。
　平成12～20年度 「介護サービス施設・事業所調査」（介サ調査）は全数調査を実施しており、各年度は当該調査による数値を記載
　平成21～29年度 介サ調査は、全数の回収が困難となり、回収された調査票のみの集計となったことから、社会・援護局において全数を

推計し、各年度は当該数値を記載（※１）
　平成30年度～ 介サ調査は、回収率に基づき全数を推計する方式に変更。一番右の２つのグラフ（平成30年度、令和元年度）は、当該

調査による数値を記載。参考値は、平成29年度以前との比較が可能となるよう、社会・援護局において、介サ調査の結
果に基づき、従前の推計方法により機械的に推計した数値（※２）

（注3） 介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の取扱い
　平成27～30年度 総合事業（従前の介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービス）に従事する介護職員は、介サ調査の対象ではなかっ

たため、社会・援護局で推計し、これらを加えた数値を各年度の（  ）内に示している（※３）。
　令和元年度～ 総合事業も介サ調査の調査対象となったため、総合事業に従事する介護職員（従前の介護予防訪問介護・通所介護相当

のサービスを本体と一体的に実施している事業所に限る。）が含まれている（※４）。

○本表における介護職員数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数。

小規模多機能型居宅介護など
入所系

要介護（要支援）認定者

通所系
訪問系
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キ　 依然として介護関係の職種の有効求人倍率
は全職業に比べ高い水準にある

介護関係の職種の有効求人倍率を見ると、全
職業の有効求人倍率に比べ、高い水準が続いて
いる。平成18年から平成20年までは全職業の
有効求人倍率が低下した一方で、介護関係の職
種の有効求人倍率は1.68倍から2.31倍まで上昇
した。リーマンショック後は、介護関係の職種
の有効求人倍率も低下したが、平成23年から

再び上昇し、特に平成26年からは介護関係の
職種の有効求人倍率の伸びは全職業の有効求人
倍率に比べ、高くなっている。しかし、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、令和3年の
介護関係職種の有効求人倍率は3.64倍となり、
前年に引き続き低下した（図1－2－2－13）。

 

図1－2－2－13　有効求人倍率（介護関係職種）の推移
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資料： 厚生労働省「職業安定業務統計」
（注1） 有効求人倍率は年平均である。
（注2） パートタイムを含み、新規学卒者及び新規学卒者求人を除く常用に係る数字
（注3） 介護関係職種は、平成24年２月以前は、平成11年改定「労働省編職業分類」における「福祉施設指導専門員」「福祉施設寮母・寮父」「そ

の他の社会福祉専門の職業」「家政婦（夫）」「ホームヘルパー」　の合計、平成24年３月以降は、平成23年改定「厚生労働省編職業分類」
における「福祉施設指導専門員」「その他の社会福祉の専門的職業」「家政婦（夫）、家事手伝」「介護サービスの職業」の合計による。

有効求人倍率（全職業） 有効求人倍率（介護関係職種）


